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五條市人事行政の運営等の状況 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

（１）職員の採用及び退職等の状況（R6.4.2～R7.4.1） 

採用 退職 計 

２７人 ２４人 ３人 

 

（２）部門別職員数の状況（単位：人） 

区 分 

部 門 

職 員 数 対前年 

増減数 令和７年 令和６年 

一 

般 

行 

政 

議  会 ４  ４  ０  

総  務 ９３  ９０  ３  

税  務 １９  １６  ３  

労  働 ０  ０  ０  

農林水産 ２４  ２３  １  

商  工 ７  ７  ０  

土  木 ４１  ３７  ４  

民  生 ４５  ４５  ０  

衛  生 ２５  ３０  ▲５  

小  計 ２５８  ２５２  ６  

特別 

行政 
教  育 ７５  ８０  ▲５  

公
営
企
業
等 

水  道 １４  １３  １  

下 水 道 ２  ２  ０  

そ の 他 ２２  ２１  １  

小  計 ３８  ３６  ２  

合   計 
３７１  

(４４４) 

３６８  

(４４４) 

３  

(０)  

   （注）各年４月１日の人数です。（ ）内は条例定数の合計です。 

 

（３）年齢別職員の状況 

①全職員の平均年齢 （各年４月１日現在） 

 令和７年 令和６年 

平均年齢 ４２歳１月 ４２歳５月 
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 ②年齢別職員数の状況 

 

区 分 

 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳 

～  

35歳 

36歳 

～  

39歳 

40歳 

～  

43歳 

44歳 

～  

47歳 

48歳 

～  

51歳 

52歳 

～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳 

 

以上 

 

計 

 

 

職員数 

 

人 

0 

 

人 

9 

 

人 

26 

 

人 

45 

 

人 

41 

 

人 

44 

 

人 

35 

 

人 

32 

 

人 

50 

 

人 

41 

 

人 

34 

 

人 

14 

 

人 

371 

 

 

 

２ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間の状況 

１週間の 

勤務時間 

１日の 

勤務時間 

勤務時間の 

開始時刻 

勤務時間の 

終了時刻 
休憩時間 

38 時間 45 分 7 時間 45 分 8 時 30 分 17 時 15 分 60 分 

 

（２）休暇の状況 

  ① 年次有給休暇 

１年を通じ２０日以内の年次有給休暇を取得することができ、その年に取得

できなかった日数がある場合は、２０日を限度として翌年に繰り越すことがで

きます。 

 

《取得状況》 

令和６年中の平均取得日数 令和５年中の平均取得日数 

９．２日 ９．５日 

 

  ② 特別休暇 

年次有給休暇以外にも、特別な事由に該当する場合は、特別な休暇が認めら

れます。主要なものは次のとおりです。 

種類 付与日数 

公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間 

証人等として国会等に出頭する場合 必要と認められる期間 

ボランティア休暇 ５日 

結婚休暇 ５日 

不妊治療休暇 ５日又は１０日以内 

産前休暇 産前６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内 

産後休暇 産後８週間まで 

妻の出産 ２日 
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男性職員の育児参加のための休暇 ５日（配偶者の出産予定日前６週間から出産 

後８週間の期間に対象の子を養育） 

子の看護のための休暇 ５日（子２人以上は１０日） 

忌引休暇 配偶者・父母：７日、子：５日、祖父母等：３日 等 

夏季休暇 ６日 

病気休暇 医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認める日数 

介護休暇 連続する６月の期間内において必要と認められる期間 

 

  ③ 育児休業・育児部分休業 

    育児休業は職員が育児をするための休業制度で、最長３年間休みを取るこ

とができます。 

また、育児部分休業は１日の勤務時間の一部を勤務しないことができる制 

度です。 

   《令和６年度取得状況》 

育児休業 １０ 人 

育児部分休業 ９ 人 

 

 

３ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

  ○令和６年度の状況 

分限処分 
免職 降任 休職 降給 合計 

０ 人 ０ 人 ６ 人 ０ 人 ６ 人 

懲戒処分 
免職 停職 減給 戒告 合計 

０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 

※ 分限処分は、公務能率の維持を目的に行われる処分です。心身の故障（負傷・ 

疾病）などにより、本人の意に反して休職又は免職させます。 

※ 懲戒処分は、服務規律違反に対する制裁として行われる処分です。 

 

 

４ 職員の服務の状況 

（１）服務に関する基本原則の概要 

  ① 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務  

職員は職務遂行に当たって法令、条例、規則等に従い、かつ上司の命令に従 

わなければならない。  

 

  ② 信用失墜行為の禁止  

職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為を行ったりして 

はならない。  
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  ③ 秘密を守る義務  

職員は在職中、退職後を問わず職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。  

 

④ 職務に専念する義務  

職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しなければならない。  

 

  ⑤ 政治的行為の制限 

職員は政党その他の政治的団体の結成に関与する等の政治的行為が禁止さ 

れている。  

 

  ⑥ 争議行為等の禁止  

職員は争議行為等が禁止されている。  

 

  ⑦ 営利企業等の従事制限  

職員は営利企業等に従事することが制限されており、従事する場合は許可を 

受けなければならない。  

 

（２）職務専念義務免除制度の概要  

職務専念義務は、①研修を受ける場合、②厚生に関する計画の実施に参加する

場合、③任命権者が定める場合に限り免除されます。 

 

（３）営利企業等従事許可制度の概要  

地方公務員法第３８条の規定により、職員は、営利を目的とする私企業を営む 

ことを目的とする団体の役員等への就任、自ら営利を目的とする私企業の経営、 

報酬を受けての事業への従事などは禁止されていますが、「職員の営利企業等の

従事制限に関する規則」に定める基準に適合する場合には許可できます。  

① その職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係がなく、 

かつ、その発生のおそれがない場合 

② その職員の職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがない 

場合 

 

 

５ 職員の退職管理の状況 

地方公務員法に基づき、五條市職員の退職管理に関する条例により、適正な退職

管理に取り組んでいます。条例では、課長級以上の職の経験がある元職員が、退職

後２年間に営利企業等に再就職した場合、再就職先の名称や地位等を届けることと

しています。また、退職前の職務に関して、現職職員への働きかけを行うことが禁

止されています。 
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６ 職員の研修の状況 

 

【人材育成基本方針の概要】 

本格的な地方分権社会に対応するため、これまで必要とされてきた職務遂行能

力に加え、課題を発見し、それを自主的・主体的に解決し、個性豊かで活力に満

ちたまちづくりを積極的に推進していく能力が求められている状況において、平

成２６年５月地方公務員法の改正を踏まえ、組織が主体となり、より効率的で実

効性の高い人材育成の取組を進めるため、平成２２年度に策定した「五條市人材

育成基本方針」を平成２７年１１月に改定しました。 

 

  ○研修の実施状況（令和６年度） 

区 分 研修内容 
受講者数 

（のべ人数） 

奈良県市町村職員研修 

センター 

○各種階層別研修（新規採用者） 

○専門研修（技術系職員研修・選挙事務

実務研修・自治体法務研修） 

１１２ 人 

その他派遣研修 ○奈良県（市町村実務研修） 

○総務省自治大学校 

○市町村アカデミー 

○市町村国際文化研修所 

○奈良県市長会・町村会 

１５ 人 

市独自研修 ○人権職員研修 

○新規採用職員研修 

○公用車安全運転講習会 

○オンライン研修等 

７７０ 人 

 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）職員の健康管理について 

   労働安全衛生法に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職 

場環境の形成を促進するため、定期健康診断、産業医の保健指導・健康相談を実 

施しています。 

 

（２）公務災害の発生状況（令和６年度） 

公務災害補償制度は、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合

に、その災害によって生じた損害の補てんと職員・遺族の援護を図るために必要

な事業を行うことを目的とした制度です。令和６年度の認定は２件でした。 
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（３）共済組合制度の概要 

   職員は、奈良県市町村職員共済組合（こども園保育教諭については公立学校

共済組合に加入しています。 

   共済組合は、相互扶助の精神によって組合員及びその家族の生活の安定と福

祉の向上を目的として設けられており、組合員である職員の掛金と地方公共団

体の負担金を財源として、その目的を達成するために、次の事業を行っていま

す。  

 

○短期給付事業 ･･･ 組合員と被扶養者の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は  

災害に対して、必要な給付を行っています。  

○長期給付事業 ･･･ 組合員の退職・障害又は死亡に対して年金又は一時金の 

給付を行っています。  

○福祉事業   ･･･ 組合員と被扶養者の病気の予防と、健康増進のための保

健事業、貯金、貸付、宿泊事業を行っています。 

 

（４）その他福利厚生事業 

   地方公務員法の趣旨に基づき、市職員の厚生及び共済を図るため、五條市職員

互助会を設置し、職員からの会費をもとに運営しています。 

   主な事業は、慶弔金や人間ドック受診費用助成などの給付事業を行っています。 

 

 

８ 公平委員会の業務の状況（令和６年度） 

職員は、公平委員会に対し、給与など勤務条件に関し、市の当局より適当な措

置をとられるよう要求することができます。また、懲戒処分など不利益な処分を

受けたときは、同委員会に対し審査請求をすることができます。職員の苦情処理

については、勤務条件に必ずしも至らないような職員の苦情に適切に対応するた

めに設けられています。令和６年度の件数は０件でした。 


